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令和5年度研修実施計画一覧表(令和4年度との比較表）

◎は中央研修､○は高裁委砺､◇は各庁委嘱研修､●は目庁研1

1

了和5年度 令6 ﾋﾛ4年度

番号 研修名等 実施時期 期間 人員 実施時期 期間 人員 備考

1 ◎家事実務研究会(※） ⑭5.11.7(火)～11.9(木） 3 約100 4.11.8(火)～11.10(木） 3 98 リモート実施に変更

2 ◎少年実務研究会(※） ⑪5.9.6(水)～9.8(金） 3 約100 4.9.7(水)～9.9(金） 3 98 リモート実施に変更

3 ◎民事実務研究会

第1回(※）

第2回

第3回

⑪5.6.19(月)～6.20(火）

⑪5.12.8(金）

⑭6.2.26(月）

2

1

1

約50

約50

約50

4.6.22(水)～6.23(木）

⑪4.12.15(木)～12.16(金）

各2

50

47

－－－－－－－－－－－

リモート実施に変更

4 ◎刑事実務研究会(※） ⑨5.6.19(月)～6.20(火）
0

2 約50 4． 2.7(水)～12.8(木） 2 49 リモート実施に変更

5 ◎家事特別研究会(※） ⑪5.10.4(水)～10.5(木） 2 約50 4． 0.5(水)～10.6(木） 2 50 リモート実施に変更

6
◎家庭裁判所綱査官
特別研修

第1回

第2回

第3回

5.10.16(月)～10.18(水）

5.】1.29(水)～12.1(金）

⑪6.1.24(水)～】.26(金）

3

3．

3

約30

約30

約30

4．

4．

5．

0.19(水)～10.21(金）

1.30(水)～12.2(金）

､25(水)～1.27(金）

3

3

3

30

29

30

7 ◎家庭裁判所鯛査官応用研修 5.7.4(火)～7.7(金） 4 未定 4.7.5(火)～7.8(金） 4 36

8 ◎速記官中央研修 5.6.28(水)～6.29(木） 2 約20 4.6.29(水)～6.30(木） 2 16

◎総括執行官研究会(☆） －－－－－ー－－－－ 4.7.5(火)～7.7(木） 3 32

9 ◎執行官実務研究会
6.2.28(水)～3.1(金）
※⑨の可能性あり

3 未定 5.3.1(水)～3.3(金） 3 20 リモート実施に変更 。

10 ◎新任執行官研修 5.5.23(火)～5.26(金） 4 未定 4.5.24（火）～5.27(金） 4 20

11 ◎研修指導研究会

第1回

第2回

5.5.31(水)～6.2(金）

⑪5.124(月)～12.6(金）

各3
約40

約50

4.6.1(水)～6.3(金）

4.12.13(火)～12.15(木）

各3

40

48

12 ◎実務指導研究会

民事

刑事

家事

少年

②5.5.11(木）
5.5.17(水）

⑪5.5.11(木）
5.5.18(木）

⑪5.5.11(木）
5.5‘18(木）

各2

約50

約50

約40

4.4.26(火）

4.4.27（水） ．

4.4.27(水）

4.4.26(火）

各1

43

37

19

6

】3 ◎情轍セキュリティ研修 ⑭5.11.22(水） 】 約60 4.10.4(火)～10.5(水） 2 65 4.10.4(火)リモート実施に変更

4 ◎係長等(総務担当)研修 5.9.26(火)～9.28(木） 3 約50 4.9.27(火)～9.29(木） 3 50 リモート実施に変更

5 ◎係長等(人事担当)研修 5.10.18(水)～10.20(金） 3 約50 4.10.18(火)～10.20(木） 3 45

6 ◎係長等(会計担当)研修 5.11.14(火)～11.17(金） 4 約50 4.11.15(火)～11.18(金） 4 49

7 ◎研修事務担当者研修 5.6‘ 4(水)～6.15(木） 2 約40 4.6.14(火)～6.15(水） 2 40

18 ◎情報処理研修

第1回

第2回

５
５

⑪
⑪

５
５

⑪
⑪

i.19(金）
i､29(月）

i､19（金）
i､30(火）

各2

約60

約60

4.5.18(水)～5.19(木）
◆

4.6.8(水)～6.9(木）

各2

60

60

●

19 ◎首席香記官研究会

第1回

第2回

⑭5‘9.19(火）

5‘10.2(月）

各1

約150

‘約30

4.9.13(火)～9.14(水） 2 29

~－－－－－－－－－‐

リモート実施に変更

20
◎首席家庭裁判所副
査官研究会

第1回

第2回

5.8.31(木)～9.1(金）

5.11.13(月)～11.14(火）

各2

8

約50

4.9.1(木)～9.2(金）

4.11.21(月)～11.22(火）

各2

8

50

リモート実施に変更

21 ◎率務局長研究会

第1回

第2回

⑪6.2‘2(金）

6.2.16(金）

各1

約100

約24

5.2.16(木)～2.17(金） 2 一

－－－－－－－－－－

以下のとおり､2回に分けて実施
第]回:5.2.13（月）(リモート,87人）
第2回:5.2.27（月）(参集,24人）

22 ◎管理者研究会(組織運営)(※）
⑭§
5

5.23(火）
6.8(木)～6.9(金）

3 未定 4.5.24(火)～5.26(木） 3 57

23 ◎次席書配官研究会 ⑪§ 11.27(月)～11.28(火） 2 未定 4.11.28（月）～11.29(火） 2 44 計画外で実施 、

24
◎次席家庭裁判所
鯛査官等研究会

第1回

第2回

ａ
砂
も
Ｐ
Ｐ
Ｌ

⑪
⑪

9.11(月）
9.21(木)～9‘22(金）

3 未定

－－

⑪4.4.25(月）

⑭4.9.12(月）
4.9.21(水)～9.22(木）

1 ．

3

20

33
4.9.21(水)、4.9.22(木)もリモート実
施に変更

25 ◎管理者研究会
⑪5.4.18(火)～4.20(木）
5.4.24(月)～4.25(火）

5 未定 4.4.18(月)～4.22(金） 5 136

26 ◎中間管理者研修I

第1回

第2回

第3回

第4回

⑪§
卓
り
囚

⑨§
頃
ら
も

⑪6
6

⑪6
6

9.4(月)～9.5(火）
10.10(火)～10.11(水）

9.4(月)～9.5(火）
10.12(木)～10.13(金）

1.17(水)～1.18(木）
2.6(火)～2.7(水）

1.17(水)～1.18(木）
2.8(木)～2.9(金）

各4

約80

約80

約80

約80

⑪4
4

⑨4
4

⑪5
5

⑪5
５

9.5(月)～9.6(火）
10.11(火)～10.12(水）

9.5(月)～9.6(火）
10.13(木)←10.14(金）

1.18(水)～1.19(木）
2.7(火)～2.8(水）

1.18(水)～1.19(木）
2.9(木)～2.10(金）

各4

76

76

82

81



計と合同実施を検討ヰ

． （☆)を付したものについては､隔年実施
･中央研修については､⑪→リモート､無印→参典
･備考欄には､令和4年度について当初計画から変更等があった内容等を記載した。
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ざ

今和5年度 ′ 令
■

､4年度 、

爵号 研修名等 実施時期 期間 人員 実施時期
■

期間 人員 備考

27 ◎中間笹理者研修Ⅱ

第1回

第2回

⑪5
5

⑪5
5

10.24(火）

10.26(木)～10.27(金）

10.24(火）

10.30(月)～10.31(火）

各3
未定

未定

4.10.25(火)～10.27(水） ．

4.12.5(月)～12.7(水）

各3

53

50

28
◎主任家庭戟判所剛
査官研修

第1回

第2回

⑪5.6.21(水)～6.23(金） 3 未定

－－－一

4.6.21(火）

4.6.22(水)～6.23(木）

1

2

77

48

29 ◎総合職採用職員初任研修
+ ■

5.4.6(木)～4.10(月） ’ 3 ’ 未定 4.4.6(水)～4.8(金） 3 69
4.4.6(水)～4.7(木)リモート実施、
4.6.17(金)参典に変更

◎採用試験事務担当者研究会 －－－－－－－－－ ⑪4.5.27(金） 】 43 テレビ会醗で実施

30 ◎CA研修実務試験

前期研修

実務研修

後期研修

5.6.26(月)～7.14(金）

5.7.18(火)～8.18(金）

5.8.21(月)～9.8(金）

15

23

15

未定

4.6.27（月）～7.15(金）

4.7.19(火)～8.19(金）

4.8.22(月)～9.9(金）

15

23

15

58

31 ○書配官ブラッシュアップ研修 7月から9月までの間で実施機
関が適宜決定

5 未定
7月から9月までの間で実施槻
関が適宜決定

5 265

32 ○家庭裁判所鯛査官実務研究会 実施槻関が適宜決定 3 未定 実施機関が適宜決定 3 190

33
○次席家庭餓判所剛査官等

実務研究会 実施椴関が適宜決定 1 未定 実施椴関が適宜決定 1 90

34 ○事務官専門研修 実施観閲が適宜決定 2～3 未定 実施搬関が適宜決定 2～3 未定

35 ○新任中間管理者研修 実施機関が適宜決定 3～5 未定 実施機関が適宜決定 3～5 未定

36 ○新任係長研修 実施機関が適宜決定 1～3 未定 実施樋閲が適宜決定 l～3 270

37 ○新任主任･刷査員研修 実施槻関が適宜決定 約3 未定 －－－－－－－－－
38 ○ジャンプアップ研修 実施搬関が適宜決定 3 未定 実施槻関が適宜決定 3 未定

39 ○ステップアップ研修 2月から3月までの間で実施槻
関が適宜決定

3 未定
2月から3月までの間で実施搬

関が適宜決定
2 未定

40 ○事務官法律研修
通侶研修

面接研修

実施機関が適宜決定 ‘

実施概関が適宜決定 9～11

未定

実施槻関が適宜決定

実施槻関が適宜決定 9～11

260

41 ○新採用職員研修 実施機関が適宜決定 4 未定 実施椴関が適宜決定 4 未定

42 ○トータルキャリア研修 実施機関が適宜決定 1 未定

43 ◇フオローアップセミナー

①2月及び3月中で実施擬関
が適宜決定

②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施観
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実施機関
が適宜決定
②実施槻関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施槻
関が適宜決定

約3 未定

44 ◇フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 2 未定

45 合同実務研究 5.9～6.3 7月 未定 4.9～5.3 7月 6

46 書肥官実務研究 5.4～6‘3 1年 2 4.4～5.3 1年 2

47

家庭裁判所鯛査官実務研究
(個人及び共同研究）

同 上

(指定研究）

5.7～6.3

5．4～6．3

8月

1年

未定

6

4.7～5.3

4.4～5.3
6

8月

1年

4

6

48

家庭裁判所飼査官関係機関特別
研究(家事及び少年関係機関に
ついての研究）

同 上 ・ ・ ・

(心身の鐙別についての研究）
同 上

(更生保硬についての研究）

5.7～6.3

6.2～3

6.2～3

8月

1月

1月

未定

3

3

4.7～5.3

5.2～3

5.2～3

8月

1月

1月

21

3

3

58 ●高裁プﾛｯｸ研修 実施槻関が適宜決定 実施樋関が適宜決定

59 ●自庁研修 実施概関が適宜決定 実施観閲が適宜決定

60 研修計画侭鰹今 ⑪6.1.11(*) 1 約30 ⑭5.1.6(金） 1 32

61 書配官養成際程第一部 第20期 5.4.1(土)～6,3.25(月） 1年 約174 4.4. (金)～5.3.24(金） 1年 184 令和4年度棚は第19期生

62 啓紀官養成腺租第二部

第19期
(2年生）

第20期
(1年生）

4.4.

5.4.

(金)～6.3.25(月）

(土)～7.3月下旬頃

2年

2年

89

約93

3.4.

4.4.

(木)～5.3.24(金）

(金)～6.3月下旬頃

2年

2年

97

89

令和4年度梱は第18期生

令和4年度欄は第19期生

63 家裁鯛査官養成蝶程第19期 4.4. (金)～6.3.25(月） 2年 54 3．4． (木)～5.3.24(金） 2年 51 令和4年度楓は第18期生

64 家裁餌査官養成課程第20期 5.4.1(土)～7.3月下旬頃 2年 約54 4.4. (金)～6.3月下旬頃 2年 54 令和4年度棚は第19期生


